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研究成果の概要（和文）：行政法の法典化は、行政活動の透明化に資する。本研究は、これまで精査されてこな
かった日本における1962年の行政不服審査法の制定過程を、議事録を通じて調査し分析した。また、近時公表さ
れたEU模範行政手続法草案、2015年に制定されたフランスにおける行政法典、そして日本でこれまでほとんど紹
介されてこなかった南アフリカの行政法典を調査し、日本で行政法の法典化を進める際の示唆を得ることができ
た。

研究成果の概要（英文）：Codification of the administrative law improves transparency of 
administrative activities. In this research we investigated the documents of discussion for enacting
 the Administrative Review Act 1962 of Japan. And we researched the draft of Model Administrative 
Procedure Act in EU, "Code des relations entre le public et l'administration" 2015 of France and the
 Promotion of Administrative Justice Act of South Africa, what suggests a lot for further 
codification of the administrative law in Japan. 

研究分野： 行政法
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１．研究開始当初の背景 
行政法の法典化は、戦前に田中二郎がドイ

ツのヴュルテンベルク州の行政法草案を紹
介して以来、研究者の間で意識はされてきた
テーマである（本研究で「法典化」は、行政
法総論の全体をカヴァーする完全な行政法
典の策定に限定せず、行政通則規定を拡充す
ることと、広い意味に捉えておく）。1993 年
に制定された行政手続法は、行政法の法典化
の出発点ないし基礎になり得ると考えられ
る。しかし、行政法の法典化をテーマとする
研究論文は、これまで数本しか公にされてい
ない。近時の立法の動向を見ても、行政事件
訴訟法や行政不服審査法の改正については
動きがあったものの、行政手続法を拡充・発
展させる動きは、2005 年の行政立法に係る
意見公募手続の法定化等を除くと、目立つも
のは見られない。行政手続法の制定に先立っ
て組織された研究会では、計画策定手続等、
より広範に法典化が研究されていたが、その
後、検討は継続されていない。 
以上のように、学術上も実務上も、課題と

して認識されてはいるが、本格的な研究は必
ずしも十分蓄積されていない「法典化」とい
うテーマについて、研究代表者がこれまで行
政法の基礎概念を幅広く研究してきたこと、
当該テーマに関して国際学術交流も行って
きたことを生かし、取り組もうと考えるに至
った。 
 
２．研究の目的 
上記のように本格的な研究が必ずしも十

分蓄積されていない「行政法の法典化」の問
題について、次の 3 段階の研究を行う。(1)
諸外国における行政法の法典化の現状と動
態を分析する「比較法研究」。(2)法典化につ
いて考察する前提として、なお理論を成熟さ
せる必要があるテーマを選んで考察する「重
点的テーマ研究」。(3)広義の手続法を中心に
して行政法を包括的に法典化することを想
定し、法典に含めるべき事項、法典の全体構
成、および法典の各規定を定める場合のポイ
ントと選択肢を提示する「総括研究」。こう
した研究により、行政法の法典化について、
具体的な条文案を実務的に検討する一歩手
前の段階まで到達し、行政法の比較法研究お
よび理論研究の水準を高めることを目的と
する。 
 
３．研究の方法 
(1)比較法研究を平成 26～28 年度、(2)重

点的テーマ研究を 27～29 年度、(3)総括研究
を 28・29 年度に並行的に行う。(1)について
は、近時のヨーロッパ諸国相互間の比較法研
究の隆盛と EU における行政手続の法典化の
議論を有力な手がかりとして、文献調査およ
び海外調査により実施する。(2)のテーマと
しては、実体法原則、行政基準、行政契約、
行政強制・行政制裁、公私協働、行政法人、
行政不服審査手続・行政審判手続を想定し、

当該分野で業績をあげている研究代表者・研
究分担者が分担して、関係する諸法理・諸概
念の相互関係と類型化可能性を解明し、法典
化の前提を築くことを目指す。特に(3)の研
究では、国内外の研究者を研究会に招聘し議
論することにより、知見を補足し、また多様
な観点から検討を加え、あるべき行政法典の
像を明らかにする。 
 
４．研究成果 
(1) 比較法研究 
① 従来日本でほとんど研究されておら

ず、資料もほとんど所蔵されていない、南ア
フリカの行政法の法典化について、関係する
文献を収集し、概要を調査した。南アフリカ
は、公法の分野では伝統的にイギリス法の影
響を強く受けているが、1996 年の成文憲法に
基づき行政法が本格的に法典化されており
（2000 年の行政的正義促進法）、しかも、ド
イツの行政行為概念等の影響が見られる。こ
のように英米法の要素と大陸法の要素とが
組み合わされている点で、南アフリカ法は、
日本法にとっても興味深い素材であること
が判明し、今後の研究の礎石を築くことがで
きた。 
② オーストリア法について、行政法の法

典化の全体状況を分析した。近時の重要な動
向としては、2012 年の行政裁判制度改革によ
り、第一審行政裁判所が創設された反面で、
地方自治体の固有領域の処分を除き、審査請
求を行うことができなくなったことが挙げ
られる。行政不服審査と行政訴訟との関係は
国ごとに大きく異なるが、オーストリア法も、
一つのモデルとして参考になることが判明
した。 
③ ドイツのハイデルベルク大学からヴ

ォルフガング・カール教授を招聘し、行政法
の法典化の一般的な意義と限界、ドイツにお
ける行政法の中心的な法典である行政手続
法の最近の動向、および EU において最近公
表された行政手続法の草案について、講演を
していただき、討論を行ったことは、行政法
の法典化について議論を喚起するアウトリ
ーチ活動として、意義深かった。講演の内容
としては、特に、2014 年に公表された EU に
おける研究グループ(ReNEUAL)による EU行政
手続法模範草案、および 2016 年にヨーロッ
パ議会が策定した「開かれた効率的な独立性
をもつ EU 行政」のための規則の提案が重要
であり、提案理由、解説や草案をめぐるシン
ポジウムの記録を収集して、集中的に検討し
た。前者については、行政機関による情報管
理と情報交換に関する詳細な規定を含んで
いる点、および、契約についてもやはり詳細
な規定を含み、かつ個別事案の決定（行政行
為・行政処分に概ね対応する）と関係づけて
共通の規律を置く点が、従来の諸国の行政手
続法と比較した場合の特徴であり、今後行政
法の法典化を進める場合の方向を示すもの
として注目される。後者については、EUの機



関による行政、しかも個別事案の決定に対象
が限られている点で限界が大きく、また、こ
のテーマに関して提案権を独占する EU 委員
会が明確に消極的な姿勢を示しているため、
規則制定が実現される見込みも薄い。しかし、
フランスにおいて最近実現した行政法の法
典化と相まって、ヨーロッパにおける法典化
の「ルネサンス」ともいえる状況を顕著に示
していると評価できる。少なくとも、今後議
論がさらに活発になることが予想され、動向
を注視する必要があることが確認できた。 
(2) 重点的テーマ研究 
研究メンバーは、本研究とは別のきっかけ

から、2014 年に全面改正された行政不服審査
法の諸条文の註釈を担当することになった
が、この作業において、そもそも 1962 年の
行政不服審査法が、どのような議論を経て立
案されたか、従来必ずしも明らかにされてい
ないことに問題を感じた。そこで、1962 年の
行政不服審査法の制定過程における訴願制
度調査会、同小委員会および国会の議事録を、
複数の大学図書館から蒐集し、研究メンバー
が分担して読み、全員で分析し、行政不服審
査法の制定過程における議論の全体像を明
らかにする作業を行った。大変な時間を要し
たが、こうした作業は、今後の行政不服審査
法の解釈論、およびその先の立法論を行う際
に、重要な基礎になると考えられる。 
判明したことは多岐にわたるが、一例を挙

げれば、制度の基本的な枠組に関わるいくつ
かの事項が、最終段階になってから小委員会
で議論されたことが確認された。すなわち、
異議申立てについては、審査請求と基本的に
同様の扱いとする多数の見解に対し、田中二
郎委員が異を唱え、異議申立てを事前手続に
近づけて理解し、原処分の不利益変更の禁止
等についても扱いを変える主張をしていた
ことが判明した。また、不作為に対する不服
審査については、実際上大きな意義があると
して法制化を支持する見解に対し、法務省の
側は、「相当な期間」の判断が難しいこと、
履行確保手段がないこと等から、法制化に強
い疑問をもっていたことが判明した。その他、
告示に対する不服審査における裁決の効力
および形式について、様々な議論があったこ
とも確認された。現行法では削除された、継
続的事実行為が不服審査の対象に含まれる
旨の明文規定は、警察当局が現場において非
継続的事実行為に対し審査請求等が行われ、
事実行為が妨害されることを危惧し、導入を
主張した規定であったことが判明した。 
(3) 総括 
研究成果はその他多岐にわたるが、取りま

とめて「行政法研究」誌に掲載し、特に(2)
については、立法資料集として出版する予定
である 
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